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(57)【要約】
【課題】内視鏡を較正するためのシステム及び方法を提
供する。
【解決手段】本発明のある種の実施形態は内視鏡を較正
するための方法（１００）を提供する。方法（１００）
は、較正画像組を収集する工程と、較正画像組に関する
較正画像境界組を決定する工程と、臨床画像を収集する
工程と、臨床画像に関する臨床画像境界を決定する工程
と、を含む。較正画像組は、少なくとも１つの較正画像
を含む。較正画像境界組は、較正画像組内の各較正画像
に関する較正画像境界を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を較正するための方法（１００）であって、
　少なくとも１つの較正画像を含む較正画像組を収集する工程と、
　前記較正画像組に関する較正画像境界組を決定する工程であって、該較正画像境界組は
較正画像組内の各較正画像に関する較正画像境界を含む決定工程と、
　臨床画像を収集する工程と、
　前記臨床画像に関する臨床画像境界を決定する工程と、
を含む方法（１００）。
【請求項２】
　前記較正画像組は較正画像を含みかつ前記較正画像境界組は較正境界を含む、請求項１
に記載の方法（１００）。
【請求項３】
　前記臨床画像境界と前記較正画像境界の比較に少なくともその一部で基づいて内視鏡倍
率の変化をユーザに自動的に通知する工程をさらに含む請求項２に記載の方法（１００）
。
【請求項４】
　前記較正画像組は複数の較正画像を含む、請求項１に記載の方法（１００）。
【請求項５】
　前記較正画像組内の各較正画像に関する較正画像パラメータを含む較正画像パラメータ
組を決定する工程をさらに含む請求項４に記載の方法（１００）。
【請求項６】
　前記較正画像境界組及び前記較正画像パラメータ組に少なくともその一部で基づいて較
正画像パラメータ関数を決定する工程をさらに含む請求項５に記載の方法（１００）。
【請求項７】
　前記臨床画像境界及び前記較正画像パラメータ関数に少なくともその一部で基づいて臨
床画像パラメータを決定する工程をさらに含む請求項６に記載の方法（１００）。
【請求項８】
　前記臨床画像パラメータに少なくともその一部で基づいて臨床画像を再収集する工程を
さらに含む請求項７に記載の方法（１００）。
【請求項９】
　前記較正画像及び前記臨床画像が内視鏡映像である、請求項１に記載の方法（１００）
。
【請求項１０】
　前記較正画像境界及び前記臨床画像境界が内視鏡倍率を表している、請求項１に記載の
方法（１００）。
【請求項１１】
　内視鏡を較正するためのシステムであって、
　少なくとも１つの較正画像を含む較正画像組を収集するように適応させており、かつ臨
床画像を収集するように適応させている内視鏡と、
　前記較正画像組内の各較正画像に関する較正画像境界を含む較正画像組に関する較正画
像境界組を決定するように適応させており、かつ前記臨床画像に関する臨床画像境界を決
定するように適応させているプロセッサと、
を含むシステム。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記臨床画像境界と前記較正画像境界組の比較に少なくともその一
部で基づいて内視鏡倍率の変化をユーザに自動的に通知するように適応させている、請求
項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記較正画像組は複数の較正画像を含む、請求項１１に記載のシステム。
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【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記較正画像組内の各較正画像に関する較正画像パラメータを含む
較正画像パラメータ組を決定するように適応させている、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記臨床画像境界及び前記較正画像パラメータ関数に少なくともそ
の一部で基づいて臨床画像パラメータを決定するように適応させている、請求項１４に記
載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は全般的には内視鏡に関する。より具体的には、本発明は内視鏡を較正するため
のシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ支援式のシステム及び方法によって今日、外科処置中に磁気共鳴（ＭＲ）
データ及びコンピュータ断層（ＣＴ）データからの３次元（３Ｄ）解剖学画像に対する解
析及び検討を含むリアルタイムのナビゲーションが提供されている。さらに、内視鏡テク
ノロジーが急速に発展し、身体の小さい腔内で使用可能な軽量の内視鏡を提供することが
できる。しかし、内視鏡は見えている表面だけしか表示することができず、かつまた不透
明な組織の内部に関する像を提供することが不可能であることによる制限を受ける。内視
鏡像とコンピュータ作成の３Ｄ画像の両者を組み合わせると、以前は利用可能でなかった
ボリュメトリック再構成した患者画像を外科領域の内視鏡像上に重ね合わせる機能を提供
できる可能性が得られる。この技法によれば、外科医が見えている表面の向こう側を観察
すること、並びにプランニング及びナビゲーションの目的で「オンザフライの（ｏｎ－ｔ
ｈｅ－ｆｌｙ）」３Ｄ及び２次元（２Ｄ）情報を提供することが可能となる。しかし内視
鏡の機能に関わる多くのパラメータのために、デバイスの設定における多数のわずかな誤
差が、重ね合わせた内視鏡像の位置と患者の解剖構造との間の最終的な不一致に対して比
較的大きくかつ累積的な影響を及ぼすことがある。この理由のために、内視鏡に対する精
密な較正、並びに較正した内視鏡の確度テストを行い外科的品質を保証することが必要と
なる。
【特許文献１】米国特許第６５９１１３０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、内視鏡、内視鏡システム及び／または増強型内視鏡システムを較正するシ
ステム及び方法に対する要求が存在する。
【０００４】
　上述した画像ガイド式または増強型内視鏡は、内視鏡像に対するコンピュータ作成によ
る仮想現実描出を実世界の像と合成して「増強型リアリティ」の生成を可能とする技法で
ある。この技法では典型的には、電磁気式（ＥＭ）及び／または光学式ナビゲーションシ
ステムなどのよく知られた方法によって内視鏡を空間的にトラッキングすることが必要と
なる。例えば、内視鏡較正フィクスチャが空間的にトラッキングを受けることがあり、あ
るいはフィクスチャ上の較正マーカーをトラッキングシステムを基準としたある既知の箇
所に配置させることがある。
【０００５】
　増強型内視鏡の利点の１つは、内視鏡に関連する立体的深度知覚及び向きの相対的喪失
に対処することによってリアルタイム内視鏡映像内では明確でなかったような重要構造の
描出が支援されることである。ナビゲーションシステムに対する内視鏡位置及び視線方向
を較正し、かつ内視鏡の光学レンズパラメータを較正すること（カメラ較正）によって、
内視鏡の視野域のコンピュータレンダリング式３Ｄ仮想描出の相互位置調整を内視鏡映像
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を用いて実行することが可能となる。深度知覚は増強されることがあり、したがって内視
鏡に対して直接は見えていない健康組織や疾病組織が表示されることがある。
【０００６】
　しかし、焦点距離、主点（ｐｒｉｎｃｉｐａｌ　ｐｏｉｎｔ）、半径方向及び接線方向
の歪み、画素スケール調整、視野域などの内視鏡の光学レンズパラメータは、内視鏡の倍
率によって異なることがある。内視鏡の倍率は典型的には、内視鏡カメラ上のズーム制御
子を回転させることによって調整される。ズーム量すなわち倍率の決定のために光学符号
器を含むのが一般的である外科用顕微鏡と異なり、内視鏡倍率を検出するためのシステム
及び方法は存在していない。
【０００７】
　したがってさらに、内視鏡倍率を検出し、これに応じて内視鏡、内視鏡システム及び／
または増強型内視鏡システムを較正するためのシステム及び方法に対する要求が存在する
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のある種の実施形態は内視鏡を較正するための方法を提供する。本方法は、較正
画像組を収集する工程と、該較正画像組に関する較正画像境界組を決定する工程と、臨床
画像を収集する工程と、該臨床画像に関する臨床画像境界を決定する工程と、を含む。臨
床画像は、例えば診断や手術の目的で解剖学映像を収集するために内視鏡を使用すること
がある。較正画像組は、少なくとも１つの較正画像を含む。較正画像境界組は、較正画像
組内の各較正画像に関する較正画像境界を含む。
【０００９】
　本発明のある種の実施形態は内視鏡を較正するためのシステムを提供する。本システム
は、内視鏡及びプロセッサを含む。内視鏡は較正画像組を収集するように適応させている
。較正画像組は、少なくとも１つの較正画像を含む。内視鏡はさらに、臨床画像を収集す
るように適応させている。プロセッサは較正画像組に関する較正画像境界組を決定するよ
うに適応させている。較正画像境界組は、較正画像組内の各較正画像に関する較正画像境
界を含む。プロセッサはさらに、臨床画像に関する臨床画像境界を決定するように適応さ
せている。
【００１０】
　本発明のある種の実施形態はコンピュータ読み取り可能媒体を提供する。本コンピュー
タ読み取り可能媒体は、コンピュータ上で実行させるための命令組を含む。この命令組は
、較正ルーチン及び臨床ルーチンを含む。較正ルーチンは較正画像組を収集するように構
成されている。較正画像組は、少なくとも１つの較正画像を含む。較正ルーチンはさらに
、較正画像組に関する較正画像境界組を決定するように構成されている。較正画像境界組
は、較正画像組内の各較正画像に関する較正画像境界を含む。臨床ルーチンは臨床画像を
収集するように構成されている。臨床ルーチンはさらに、臨床画像に関する臨床画像境界
を決定するように構成されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　上述した要約、並びに本発明のある種の実施形態に関する以下の詳細な説明は、添付の
図面と共に読むことによってさらに十分な理解が得られよう。本発明の例証を目的として
、図面ではある特定の実施形態を示している。しかし本発明は、添付の図面に示した配置
や手段に限定するものではないことを理解すべきである。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態による内視鏡を較正するための方法１００の流れ図を表し
ている。方法１００は、以下でより詳細に記載するような各工程を含む。工程１１０では
、較正画像組が収集される。工程１２０では、較正画像境界組が決定される。工程１３０
では、較正画像パラメータ組が決定されることがある。工程１４０では、臨床画像が収集
される。工程１５０では、臨床画像境界が決定される。工程１６０では、臨床画像境界と
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較正画像境界組の比較に少なくともその一部で基づいてユーザが倍率の変化に関して自動
的に通知を受けることがある。工程１７０では、臨床画像境界、較正画像境界組及び較正
画像パラメータ組に少なくともその一部で基づいて臨床画像パラメータが決定されること
がある。工程１８０では、臨床画像パラメータに少なくともその一部で基づいて臨床画像
が再収集されることがある。
【００１３】
　工程１１０では、較正画像組が収集される。較正画像組は少なくとも１つの較正画像を
含むことがある。本発明のある種の実施形態では、その較正画像組が１つの較正画像を含
むことがある。本発明のある種の実施形態では、その較正画像組は複数の較正画像を含む
ことがある。その較正画像は例えば、内視鏡、内視鏡システム及び／または増強型内視鏡
システムを用いて収集された内視鏡映像とすることがある。
【００１４】
　内視鏡映像は典型的には、黒色空間により取り囲まれた円形画像として表示される（円
形の内視鏡像が、矩形の電荷結合素子（ＣＣＤ）上に投影されるため）。内視鏡映像は拡
大されているため、この円形画像は矩形のＣＣＤのより多くの領域を占めており、このた
め、表示される周囲の黒色空間はより小さくなる。図２は、本発明の一実施形態による内
視鏡倍率が比較的小さい内視鏡映像の一例を表している。図３は、本発明の一実施形態に
よる内視鏡倍率が比較的大きい内視鏡映像の一例を表している。
【００１５】
　工程１２０では、較正画像境界組が決定されることがある。較正画像境界組は、較正画
像組内の各較正画像に関する較正画像境界を含むことがある。本発明のある種の実施形態
では、例えば画像処理技法を用いて較正画像境界が決定されることがある。例えば図２の
内視鏡映像などの較正画像がしきい値処理及びフィルタ処理を受け、較正画像の辺縁が検
出されることがある。較正画像の辺縁が円及び／または別の適当な形状などの較正画像境
界に対して当てはめられることがある。円形の較正画像境界は、例えば図２に示すような
半径Ｒ１によって表されることがある。別の形状の較正画像境界は別の適当な計測基準に
よって表されることがある。
【００１６】
　工程１３０では、較正画像パラメータ組が決定されることがある。較正画像パラメータ
組は、較正画像組内の各較正画像に関する較正画像パラメータを含むことがある。較正画
像パラメータは、例えば焦点距離、主点、半径方向及び接線方向のレンズ歪みパラメータ
、画素スケール調整、視野域及び／または別の撮像パラメータなどの撮像パラメータを含
むことがある。
【００１７】
　工程１４０では、臨床画像が収集される。臨床画像は例えば、内視鏡、内視鏡システム
及び／または増強型内視鏡システムを用いて収集された内視鏡映像とすることがある。
【００１８】
　工程１５０では、臨床画像境界が決定されることがある。本発明のある種の実施形態で
は、例えば画像処理技法を用いて臨床画像境界が決定されることがある。例えば図３の内
視鏡映像などの臨床画像がしきい値処理及びフィルタ処理を受け、臨床画像の辺縁が検出
されることがある。臨床画像の辺縁が円及び／または別の適当な形状などの臨床画像境界
に対して当てはめられることがある。円形の臨床画像境界は例えば図３に示すような半径
Ｒ２によって表されることがある。別の形状の臨床画像境界は別の適当な計測基準によっ
て表されることがある。
【００１９】
　工程１６０では、臨床画像境界と較正画像境界組の比較に少なくともその一部で基づい
て内視鏡倍率の変化に関してユーザが自動的に通知を受けることがある。例えば図２及び
３に示したように、較正画像境界の半径Ｒ１が臨床画像境界の半径Ｒ２と比較されること
がある。Ｒ１≠Ｒ２であれば、内視鏡の倍率は変化している。さらにＲ１＜Ｒ２であれば
、臨床画像の倍率は較正画像に対して上昇している。逆にＲ１＞Ｒ２であれば、臨床画像
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の倍率は較正画像に対して低下している。
【００２０】
　本発明のある種の実施形態では、較正画像の倍率が既知であれば、内視鏡倍率及び／ま
たは内視鏡倍率の変化を決定することができる。例えばＲ１＝２００画素、Ｒ２＝４００
画素、かつ較正画像の倍率が２Ｘであれば、臨床画像の倍率は４Ｘとなる。さらに、内視
鏡倍率及び／または内視鏡倍率の変化を表示させることがある。
【００２１】
　本発明のある種の実施形態では、例えば上述したように円形画像が矩形のＣＣＤを超え
た場合に、ユーザが自動的に通知を受けることがある。しかし大部分のユーザは、できる
限り視野域と同程度の大きさとなるように比較的低い倍率を好むのが一般的である。
【００２２】
　工程１７０では、臨床画像境界、較正画像境界組及び較正画像パラメータ組に少なくと
もその一部で基づいて臨床画像パラメータが決定されることがある。工程１３０で上述し
たような較正画像パラメータの場合と同様に、臨床画像パラメータは、例えば焦点距離、
主点、半径方向及び接線方向のレンズ歪みパラメータ、画素スケール調整、視野域及び／
または別の撮像パラメータなどの撮像パラメータを含むことがある。
【００２３】
　本発明のある種の実施形態では、較正画像境界組及び較正画像パラメータ組は較正画像
パラメータ表として表されることがある。較正画像パラメータ表の一例を以下の表１に示
す。
【００２４】
　較正画像パラメータ表内の各横列は較正画像組内の１つの較正画像を表している。例え
ば表１は、その各々が異なる倍率で収集されている３つの較正画像を含む。
【００２５】
　この表の各縦列は較正画像組内の各較正画像に関する較正画像境界または較正画像パラ
メータを表している。例えば表１は、較正画像組内の各較正画像に関する半径（画素）を
含む。表１はさらに、較正画像組内の各較正画像に関する例えば、焦点距離（ｆ）、半径
方向の歪み（ｋ１）、ｚ方向の平行移動（Ｔｚ）、並びに視野域（ＦＯＶ）を含む。
【００２６】
【表１】

（表１：較正画像パラメータ表の例）

　動作時には、較正画像パラメータ表は、臨床画像パラメータを決定するために使用され
ることがある。例えば、表１の較正画像パラメータ表を４２０画素の半径に適用すると、
９．５３７ミリメートルの推定焦点距離を得ることができる。この例では、較正画像パラ
メータ表内の最近隣のデータ点（４２２画素）に基づいてその焦点距離を推定した。別の
例では、表１の較正画像パラメータ表を４６１画素の半径に適用することによって、９．
５０４ミリメートルの推定焦点距離を得ることができる。この例では、較正画像パラメー
タ表内の２つの最近隣のデータ点（４２２画素及び５００画素）に基づい推定焦点距離が
補間されている。
【００２７】
　本発明のある種の実施形態では、較正画像境界組及び較正画像パラメータ組が較正画像
パラメータ関数として表されることがある。較正画像パラメータ関数の一例を以下の表２
に提供している。
【００２８】
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【表２】

（表２：較正画像パラメータ関数の例）

　動作時には較正画像パラメータ関数が、臨床画像パラメータを決定するために使用され
ることがある。例えば、表２の較正画像関数を４７０画素の半径に適用することによって
、９．４９５ミリメートルの推定焦点距離を得ることができる。別の例では、表２の較正
画像パラメータ関数を５６０画素の半径に適用することによって、９．４００ミリメート
ルの推定焦点距離を得ることができる。
【００２９】
　表２の較正画像パラメータ関数を決定するために表１の較正画像パラメータ表に対して
２次多項式を当てはめているが、較正画像パラメータ関数を決定するためには較正画像境
界組及び較正画像パラメータ組に対して適当な別の関数が当てはめられることがある。
【００３０】
　本発明のある種の実施形態では、例えば外科医、看護士、技師及び／または別のユーザ
などのユーザによって手作業で臨床画像パラメータが決定されることがある。本発明のあ
る種の実施形態では、例えば内視鏡、内視鏡システム及び／または別の撮像システムによ
って自動で臨床画像パラメータが決定されることがある。
【００３１】
　工程１８０では、臨床画像パラメータに少なくともその一部で基づいて臨床画像が再収
集されることがある。例えば４７０画素の内視鏡倍率では、その臨床画像は、９．４９５
ミリメートルの焦点距離で自動で再収集されることがある。
【００３２】
　本発明のある種の実施形態では、例えば外科医、看護士、技師及び／または別のユーザ
などのユーザによって手作業で臨床画像が再収集されることがある。本発明のある種の実
施形態では、例えば内視鏡、内視鏡システム及び／または別の撮像システムによって自動
で臨床画像が再収集されることがある。
【００３３】
　方法１００の工程１１０～１８０のうちの１つまたは幾つかは、単独で実現されること
や、例えばハードウェア、ファームウェア及び／またはソフトウェア内の命令組の形で組
み合わせて実現されることがある。ある種の実施形態は、汎用コンピュータその他の処理
デバイス上で実行させるためにメモリ、ハードディスク、ＤＶＤまたはＣＤなどのコンピ
ュータ読み取り可能な媒体上に常駐させた命令組として提供されることがある。
【００３４】
　本発明のある種の実施形態では、これらの工程のうちの１つまたは幾つかが省略される
こと、及び／またはその工程が記載した順序と別の順序で実施されることがある。例えば
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本発明のある種の実施形態では、幾つかの工程が実施されないことがある。さらに別の例
では、ある工程が上で記載したのと異なる時間的順序（同時を含む）で実施されることが
ある。
【００３５】
　図４は、本発明の一実施形態による内視鏡倍率を検出するための方法４００の流れ図を
表している。方法４００の各工程は、上で詳細に記載した図１の方法１００の各工程と同
様である。
【００３６】
　図５は、本発明の一実施形態による内視鏡を較正するための方法５００の流れ図を表し
ている。方法５００の各工程は、上で詳細に記載した図１の方法１００の各工程と同様で
ある。
【００３７】
　図６は、本発明の一実施形態による内視鏡を較正するためのシステム６００を表してい
る。システム６００は、画像収集構成要素６１０及び画像処理構成要素６２０を含む。シ
ステム６００について図１の方法１００の工程１１０～１８０に関連して記載しているが
、別の実現形態も可能であることを理解すべきである。
【００３８】
　内視鏡などの画像収集構成要素６１０は、図１の方法１００の工程１１０、１４０及び
１８０において上述したように、較正画像組を収集すること、臨床画像を収集すること、
及び／または臨床画像を再収集することを行うように適応させている。
【００３９】
　内視鏡システムまたは増強型内視鏡システム内の中央処理ユニット（ＣＰＵ）などの画
像処理構成要素６２０を、図１の方法１００の工程１２０、１３０、１５０、１６０及び
１７０において上述したように、較正画像境界組を決定すること、較正画像パラメータ組
を決定すること、臨床画像境界を決定すること、内視鏡倍率の変化をユーザに自動的に通
知すること、及び／または臨床画像パラメータを決定すること、を行うように適応させて
いる。
【００４０】
　上で検討したように、システム６００の構成要素、素子及び／または機能は、単独で実
現されることや、例えばハードウェア、ファームウェア及び／またはソフトウェア内の命
令組における様々な形態の組み合わせで実現されることがある。ある種の実施形態は、汎
用コンピュータその他の処理デバイス上で実行させるためにメモリ、ハードディスク、Ｄ
ＶＤまたはＣＤなどのコンピュータ読み取り可能な媒体上に常駐させた命令組として提供
されることがある。
【００４１】
　本発明のある種の実施形態は、内視鏡の較正がもはや有効でないことをユーザに警報す
るために内視鏡倍率の変化を検出するためのシステム及び方法を提供する。
【００４２】
　本発明のある種の実施形態は、内視鏡の光学レンズパラメータ及び／または別の関連す
るパラメータを調整するために内視鏡倍率の変化を検出するためのシステム及び方法を提
供する。
【００４３】
　本発明のある種の実施形態は、増強型内視鏡システムの較正のためのシステム及び方法
を提供する。例えば、電磁気式（ＥＭ）トラッキングシステムや光学式トラッキングシス
テムなどのトラッキングシステムが、内視鏡などの増強型内視鏡システムの画像収集構成
要素をトラッキングすることがある。別の例では、トラッキングシステムは較正器及び／
または較正画像の位置をトラッキングすることがある。ただし、本発明のある種の実施形
態について増強型内視鏡システム及び／またはトラッキングシステムに関連して記載して
いるが、別の実現形態も可能であることを理解すべきである。すなわち、増強型内視鏡に
は典型的にトラッキングが必要であるが、本発明のある種の実施形態はこれに限定される
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ものではない。
【００４４】
　本明細書で使用する場合に「内視鏡」とは、内視鏡、内視鏡システム、増強型内視鏡シ
ステム、及び／または内視鏡システム及び／または増強型内視鏡システムの画像収集構成
要素を意味することがある。
【００４５】
　幾つかの実施形態について図面を参照しながら上で説明している。これらの図面は、本
発明のシステム及び方法並びにプログラムを実現した特定の実施形態に関するある種の詳
細を図示したものである。しかし図面による本発明の説明は、これらの図面に示した機能
に伴う制約を本発明に課したものと解釈すべきではない。本発明は、その動作を実現する
ための方法、システム、及び任意の機械読み取り可能媒体上のプログラム成果物を企図し
ている。上で指摘したように、本発明の実施形態は、既存のコンピュータプロセッサを用
いて実現されること、あるいはこの目的や別の目的のために実配線式のシステムによって
組み込まれた特殊目的のコンピュータプロセッサによって実現されることがある。
【００４６】
　上で指摘したように、本発明の趣旨域内にある実施形態は、マシン実行可能命令または
データ構造をその上に保存して保持または有する機械読み取り可能媒体を備えたプログラ
ム成果物を含む。こうした機械読み取り可能媒体は、汎用または特殊目的のコンピュータ
、あるいはプロセッサを備えた別の装置によってアクセスを受けることが可能な利用可能
な任意の媒体とすることができる。一例として、こうした機械読み取り可能媒体は、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ、ＣＤ－ＲＯＭその他の
光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置その他の磁気記憶デバイス、あるいはマシン
実行可能命令またはデータ構造の形態をした所望のプログラムコードを保持または保存す
るために使用可能でありかつ汎用または特殊目的のコンピュータ、あるいはプロセッサを
備えた別の装置によってアクセスを受けることが可能な別の任意の媒体を含むことがある
。ネットワークや別の通信接続（実配線、ワイヤレス、あるいは実配線やワイヤレスを組
み合わせたもの）を介して装置に対して情報が転送または提供されると、該装置はその接
続が機械読み取り可能媒体であると正しく確認する。したがって、こうした接続はいずれ
も機械読み取り可能媒体と呼ぶことが適当である。上記のものの組み合わせもこの機械読
み取り可能媒体の範疇に包含される。マシン実行可能命令には、例えば汎用のコンピュー
タ、特殊目的のコンピュータ、あるいは特殊目的の処理装置に対してある種の機能または
機能群を実行させる命令及びデータが含まれる。
【００４７】
　本発明の実施形態について、一実施形態では例えばネットワーク環境内の装置により実
行されるプログラムモジュールの形態をしたプログラムコードなどのマシン実行可能命令
を含んだプログラム成果物によって実現し得る方法工程の一般的コンテキストで記載して
いる。一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行する、あるいは特定の抽象
的データ種別を実現しているルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、デ
ータ構造、その他を含む。マシン実行可能命令、関連データ構造、及びプログラムモジュ
ールは、本明細書に開示した方法の工程を実行するプログラムコードの一例を示している
。こうした実行可能命令または関連データ構造の特定のシーケンスはこうした工程に記載
した機能を実現するための対応する動作の一例を示している。
【００４８】
　本発明の実施形態は、プロセッサを有する１つまたは複数の遠隔コンピュータに対する
論理接続を用いてネットワーク環境内で実施されることがある。論理接続は、本明細書に
一例として提示した限定を意味しないローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）及びワイド
エリアネットワーク（ＷＡＮ）を含むことがある。こうしたネットワーク環境は、全オフ
ィス域または全企業域コンピュータネットワーク、イントラネット及びインターネットに
おいて一般的であり、多種多様な異なる通信プロトコルを用いることができる。こうした
ネットワークコンピューティング環境は典型的には、パーソナルコンピュータ、ハンドへ
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ルド型デバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースまたはプログラ
ム可能式の民生用電子機器、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコン
ピュータ、その他を含め多くのタイプのコンピュータシステム構成を包含することになる
ことは当業者であれば理解されよう。本発明の実施形態はさらに、分散式コンピューティ
ング環境内で実施させ、通信ネットワークを介して（実配線リンク、ワイヤレスリンク、
あるいは実配線やワイヤレスリンクを組み合わせたものによって）リンクさせたローカル
及びリモートの処理デバイスによってタスクが実行されることもある。分散式コンピュー
ティング環境では、プログラムモジュールはローカルとリモートの両方のメモリ記憶デバ
イス内に配置されることがある。
【００４９】
　本発明のシステムの全体または一部を実現するための例示的な一システムは、処理ユニ
ット、システムメモリ、並びにシステムメモリを含む様々なシステム構成要素を処理ユニ
ットに結合させるシステムバスを含んだコンピュータの形態をした汎用のコンピューティ
ングデバイスを含むことがあり得る。このシステムメモリは、読出し専用メモリ（ＲＯＭ
）やランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことがある。このコンピュータはさらに、
磁気ハードディスクに対する読み出しや書き込みのための磁気ハードディスクドライブ、
取外し可能磁気ディスクに対する読み出しや書き込みのための磁気ディスクドライブ、並
びにＣＤ－ＲＯＭや別の光学媒体などの取外し可能光ディスクに対する読み出しや書き込
みのための光ディスクドライブを含むことがある。これらのドライブ並びにその関連する
機械読み取り可能媒体は、マシン実行可能命令、データ構造、プログラムモジュール及び
別のコンピュータ向けデータに対する不揮発型の記憶装置を提供する。
【００５０】
　本発明の実施形態に関する上に掲げた記述は、例示及び説明を目的として提示したもの
である。これは網羅的とすることや本発明を開示した厳密な形態に限定するように意図し
ておらず、修正形態及び変形形態が上述の教示に照らして可能であり、また本発明の実施
によりこれらの形態を得ることができる。これらの実施形態は、様々な実施形態により並
びに企図される具体的な使用法に適合するような様々な修正を伴って当業者が本発明を利
用できるように本発明の原理並びにその実際の応用を説明するために選出し記載したもの
である。
【００５１】
　本明細書に開示した実施形態を任意の医用ナビゲーションシステムの形成に適用し得る
ことは当業者であれば理解されよう。特許請求した主題の実施形態のある種の特徴につい
て本明細書に記載して例証してきたが、これにより当業者には多くの修正形態、代替形態
、変形形態及び等価形態が得られよう。さらに、幾つかの機能ブロック並びにこれらの間
の関係について詳細に記載してきたが、その動作のうちの幾つかが別の機能を使用せずに
実施されることがあること、あるいは追加的機能や機能間に関係を特許請求した主題に従
って確立し得ることは当業者であれば理解されよう。したがって添付の特許請求の範囲は
、特許請求した主題の実施形態の真の精神の域内にあるこうした修正形態や変化形態のす
べてを包含するように意図していることを理解すべきである。また、図面の符号に対応す
る特許請求の範囲中の符号は、単に本願発明の理解をより容易にするために用いられてい
るものであり、本願発明の範囲を狭める意図で用いられたものではない。そして、本願の
特許請求の範囲に記載した事項は、明細書に組み込まれ、明細書の記載事項の一部となる
。また、図面の符号に対応する特許請求の範囲中の符号は、単に本願発明の理解をより容
易にするために用いられているものであり、本願発明の範囲を狭める意図で用いられたも
のではない。そして、本願の特許請求の範囲に記載した事項は、明細書に組み込まれ、明
細書の記載事項の一部となる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施形態による内視鏡を較正するための方法の流れ図である。
【図２】本発明の一実施形態による倍率が比較的小さい内視鏡映像の一例を表した図であ
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【図３】本発明の一実施形態による倍率が比較的大きい内視鏡映像の一例を表した図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態による内視鏡倍率を検出する方法の流れ図である。
【図５】本発明の一実施形態による内視鏡を較正するための方法の流れ図である。
【図６】本発明の一実施形態による内視鏡を較正するためのシステムを表した図である。
【符号の説明】
【００５３】
　図１　内視鏡較正の方法
　２００　低倍率の内視鏡映像
　３００　高倍率の内視鏡映像
　図４　内視鏡倍率の検出方法
　図５　内視鏡較正の方法
　６００　内視鏡較正システム
　６１０　画像収集構成要素
　６２０　画像処理構成要素
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摘要(译)

要解决的问题：提供用于对内窥镜执行校准的系统和方法。解决方案：
提供方法100用于对内窥镜执行校准。方法100包括收集校准图像集的过
程，确定与校准图像集相关的校准图像边界集的过程，收集临床图像的
过程，以及确定与临床图像相关的临床图像边界的过程。校准图像集包
括至少一个校准图像。校准图像边界集包括与校准图像集中的相应校准
图像相关的校准图像边界。Ž
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